
新　旧　対　照　表



頁 頁
手引き
P17 P17

P18 P18

P18 P18

改正前 改正後

   ｷ) 高木の植栽については、隣接地より3.0ｍ以上はなすこと。
ｸ) 遊具の設置にあたっては、「遊具の安全に関する規準(案)」(社団
法人　日本公園施設業協会)を遵守すること。
また、遊具は対人賠償責任保険付きのものを設置すること。
ｹ) 公園名についてはその地域に相応しい名称とし、カタカナや場所を
特定できないものは避けること。園名柱はPC擬木を使用すること。

ｷ) 遊具の設置にあたっては、「遊具の安全に関する規準(案)」(社団
法人　日本公園施設業協会)を遵守すること。
また、遊具は対人賠償責任保険付きのものを設置すること。
ｸ) 公園名についてはその地域に相応しい名称とし、カタカナや場所を
特定できないものは避けること。園名柱はPC擬木を使用すること。

ｳ)　公園１ヵ所の設置基準については、開発許可ハンドブックを遵守
すること。なお、防災、避難活動上の見地から150ｍ2以上とすること
 が望ましい。

ｳ)　公園１ヵ所の設置基準については、開発許可ハンドブックを遵守
すること。なお、防災、避難活動上の見地から150ｍ2以上とするこ
と。



頁 頁改正前 改正後

P26 第４　　附則 P26 第４　　附則
(追加) 20　令和７年４月１日　改正



頁 頁改正前 改正後

P34 P34



頁 頁改正前 改正後

P35 P35



頁 頁改正前 改正後

P32 P37



頁 頁改正前 改正後

P38 P38



頁 頁改正前 改正後

P39



頁 頁改正前 改正後

P39 P40



頁 頁改正前 改正後

P42 P43



頁 頁改正前 改正後

裏表紙 裏表紙



頁 頁改正前 改正後

別図8 別図8



頁 頁改正前 改正後


